
 

 

 

 

議案第４１号関連資料 

水道料金の基本料金の免除について 

 

 物価高騰の影響を受けた市民の暮らしと事業者を支援するため、国の物価高騰対応重

点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金を４か月分免除しようとする

ものです。 

 

１ 内容 

 (１) 対象者：約１５万世帯（全水道使用者） 

 (２) 期 間：令和８年２月使用分（４月請求分）から４か月分 

 (３) 減免額：１世帯当たり３，８２８円（一般家庭の基本料金９５７円×４か月分） 

    なお、水道メーター口径毎の減免額は、次のとおりです。 

水道メーター口径 減免額（４か月分） １か月の基本料金 

２５ミリ以下 ３，８２８円 ９５７円 

４０ミリ １７，９０８円 ４，４７７円 

５０ミリ ３７，６２０円 ９，４０５円 

７５ミリ ６９，８２８円 １７，４５７円 

１００ミリ １０９，６９２円 ２７，４２３円 

１５０ミリ ２３２，９３６円 ５８，２３４円 

 

２ 予算額 

水道基本料金減免 ５４１，０００千円 

事務費（システム改修費等） ３２，１４０千円 

合計 ５７３，１４０千円 

※全額、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金対象 

 

３ その他 

 申込手続は不要で、水道料金の請求時に減額計算します。 
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